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2018年４月６日 

各  位 

会 社 名   株式会社 東芝 

東京都港区芝浦１－１－１ 

代表者名   代表執行役社長 綱川 智 

       (コード番号：6502 東、名) 

問合せ先   執行役常務 長谷川 直人 

Tel 03-3457-2100 

 

（開示事項の経過）当社保有のウェスチングハウス社関連資産の譲渡について 

 

当社は、2018年１月 18日付「当社保有のウェスチングハウス社関連資産の譲渡及び当社 2018年

３月末時点の株主資本の見通しについて」にて、Brookfield WEC Holdings LLC（以下、BWH）との

間で、BWHを東芝原子力エナジー(米国)社（以下、TNEH(US)）および東芝原子力エナジー(英国) 社

（以下、TNEH(UK)）全株式の譲渡先とする株式譲渡契約を締結したことをお知らせしておりました。 

 

今般、TNEH(US)については、必要な手続きを経て、当社保有全株式の譲渡が本日、2018 年４月６

日に完了したことをお知らせします（以下、本譲渡）。残る TNEH(UK)の当社保有全株式の譲渡につい

ては、各規制当局対応を継続の上、早期の譲渡完了を目指してまいります。 

 

米国ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社（以下、WEC）及び TNEH(UK)の 2017 年３月

29 日付の再生手続申立後、TNEH(UK)は既に当社連結対象から外れていた一方、WEC の持株会社であ

る TNEH(US)は当社連結子会社として残っておりましたが、今回の譲渡完了により、TNEH(US)及び

TNEH(US)傘下の子会社である TSB Nuclear Energy USA Group Inc.並びに WEC Insurance Limited

も当社連結対象から外れることになります。 

 

なお、本譲渡は、別途進行中の BWHによるウェスチングハウスグループ（以下、WECグループ）の

取得手続からは、独立した別の手続です。BWHによる WECグループの取得手続では、2018年３月 28

日（米国時間）に WEC が米国破産裁判所から認可を受けた再建計画に定められた発効条件を満たし

た後、TNEH(US)の傘下子会社が保有する現行の WEC関連株式は消却され、BWHには、新たに WEC関連

株式が発行されることとなります。 

 

当社は、2018年２月 14日付公表の 2017 年度連結業績見通しに、代位債権及びその他債権の譲渡

による改善影響、税引後当期純損益ベース 4,100 億円を織込済ですが、株式譲渡による業績影響は
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未織込みでした。当社は、本件による業績影響の見極めを含め、現在、2017 年度決算を取りまとめ

中ですが、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせします。 

 

 

以 上 


